
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３仙第６５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月２９日（日） ０５時４０分ごろ 

発生場所 新潟県新潟市新潟港西区 

新潟港臨港灯台から真方位２７２°１７０ｍ付近 

（概位 北緯３７°５６.９′ 東経１３９°０４.０′） 

事故等調査の経過 平成２５年１０月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーモーターボート 辰
たつ

丸、３.４トン 

   ２２０－１７５１９新潟、個人所有 

Ｂ プレジャーモーターボート かねと丸、５トン未満（長さ６.２

７ｍ） 

   ２２０－１５８９０新潟、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定（免

許証失効中） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機及び船尾部外板が脱落 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者Ａを乗せ、船長Ａが操舵

室で椅子に腰を掛けて操船を行い、同乗者Ａが操舵室前方の甲板上で

休息し、新潟港西区を約１６ノットの対地速力で北北東進していた。 

船長Ａは、Ａ船の左舷方を追い越して前方に出て来た他船に注意し

ていたところ、同乗者Ａの叫び声で目前にいるＢ船に気付き、機関を

後進にかけようとしたが、機関の回転数が上がっていたので、即座に

後進にはならず、機関が中立の状態となったとき、平成２５年９月２

９日０５時４０分ごろ、新潟港西区において、Ａ船の船首部とＢ船の

船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、新潟港西区を北北東進中に燃料タ

ンク内の燃料油が欠乏して漂泊し、操縦者Ｂが、船尾方を向いてかが

み、予備の燃料タンクへのホースの付け替え作業を行っていたとこ

ろ、Ｂ船の船尾方約５～６ｍに接近したＡ船に気付いたが、どうする

こともできず、Ａ船と衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船が自力航行できなかったので、Ｂ船を付近のマリーナ



 

にえい
．．

航した後、係留地に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０５時３７分ごろ 

 その他の事項 船長Ａ及び操縦者Ｂは、それぞれ数十年前からプレジャーモーター

ボートで釣りを行っており、何度も新潟港西区を航行していた。 

船長Ａ、同乗者Ａ及び操縦者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

Ａ船は、滑走状態のとき、船首が浮き上がって死角が生じていた。 

操縦者Ｂは、ふだん、Ｂ船の容量２０ℓ入りの燃料タンクのほか、

２０ℓ入りの予備の燃料タンク２個をＢ船に積み込み、沖に出てから

燃料タンクのホースの付け替えを行うようにしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、新潟港西区を北北東進中、船長Ａが、Ａ船の左舷側を追い

越した他船の動向に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、新潟港西区で漂泊中、操縦者Ｂが、燃料タンクのホースの

付け替え作業を行い、見張りを行っていなかったことから、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因 本事故は、新潟港西区において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが見張りを適切に行っておらず、また、操縦者Ｂが見張り

を行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行い、接近する船舶があれば、早めに音響

信号器具等を使用して注意を喚起すること。 

・船内で作業を行う際、他船の航行の妨げにならないよう、安全な

場所で行うこと。 

・操縦免許証を受有していなければ、小型船舶操縦者として乗船し

てはならないので、操縦免許証を失効している者は、失効再交付

講習を受けて有効な操縦免許証を受有してから乗船すること。 

 


